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生徒支援規程 

～生徒支援に関する事項～ 

 

※ 生徒支援に関する規程における「保護者等」とは、「未成年の生徒にあっては学校教育法第

16 条に規定する保護者、成年に達した生徒にあっては当該生徒の就学に要する経費を負担す

る者」と定義する。 

 

【 学校生活関係 】 

［１］ 服装容姿について 

１ 詰め襟上着・スラックス 

（１） 服装は、本校指定の制服を着用する。 

（２） 冬季（10月１日～５月 31日）の服装は、指定の上着・スラックス・胸章入りの白色ワ

イシャツ（以下、ワイシャツ）とする。 

（３） 夏季（６月１日～９月 30日）の服装は、指定のスラックス・ワイシャツとする。 

（４） ソックスは、くるぶしが十分に隠れるものとし、黒色・紺色・白色・灰色の無地（ワン

ポイントまで可）のものを着用する。 

（５） ワイシャツはスラックスの中にきちんと入れる。 

（６） スラックスの裾を引きずらない。 

（７） 詰め襟上着のボタンは、一番上まで閉める。 

 

２ ブレザー・スカート・スラックス 

（１） 服装は、本校指定の制服を着用する。ブレザー着用時は、リボンを着用する。 

（２） 冬季（10月１日～５月 31日）の服装は、指定の上着・胸章入りの白色ブラウス（以下、

ブラウス）・ワイシャツ・スカート・スラックスとし、原則としてリボンを着用する。 

（３） 夏季（６月１日～９月 30 日）の服装は、ブラウス・ワイシャツ・スカート・スラック

スとする。原則として、リボンは着用しなくてもよい。 

（４） ソックスは、くるぶしが十分に隠れるものとし、黒色・紺色・白色・灰色の無地（ワン

ポイントまで可）のものを着用する。 

防寒用として、黒色のタイツ・ストッキング（80デニール以上）を認める。 

（５） スカートを着用する生徒は、入学式・卒業式の時は紺色（単色）のハイソックスを着用   

する。 

（６） スカートの長さは、原則として膝中央部を基本とし、膝にかかるように着用する。折っ

て着用したり、改造することは禁止とする。 

 

３ 共通（就職試験等で面接を受けるのにふさわしい容姿を基本とする。） 

（１） 改造した制服の着用は禁止とする。 

（２） 装身具（ピアス・イヤリング・ネックレス・ペンダント・ブレスレット・指輪・エクス

テンション等）は禁止とする。 

（３） 化粧・マニキュア・色付きリップクリーム等の化粧品の使用は禁止とする。カラーコン

タクトレンズも同様とする。 
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（４） パーマ・カール・アイパー・脱色・染色等は禁止とする。 

（５） 指定のセーター・ベストを着用する際は、上着の裾や袖から出ないように着用する。 

（６） 防寒着として、オーバーコート・ジャンパー・パーカー・マフラー等、上着の上から着

用するものを使用できる。ただし、デザインや模様等が奇抜・派手でないものとする。 

（７） 頭髪はきちんと整え、他人に不快感を与えないようにする。左右不均等・一部長髪・ラ

イン・デザインカット等、奇抜な髪型は禁止とする。 

（８） 登下校に使用する靴は、華美でないものとする。上履きは指定のものを着用する。 

（９） 登下校時または授業を受けるときは、本校指定の制服もしくは本校指定の体育着を着用

すること。休業日も同様とする。 

 

４ ＳＯＧＩ等に関連したことがらについては、生徒への配慮を行う。 

 

［２］ 校内生活について 

１ 欠席・遅刻・早退をする場合は、原則保護者から学校に連絡をする。 

 

２ 下校時刻は午後５時 00 分とする。この時間以降学校に残る生徒は、関係の先生の指示を受

ける。 

 

３ 登校後、無断外出はしない。（飲食物購入のため、昼休みや休み時間含む）。やむを得ず外出

する場合は、外出届（様式６）を記入し、許可を受ける。 

 

４ 物品等の自己管理を徹底し、盗難防止に努める。 

 

５ 生徒間での金銭及び貴重品の貸借は絶対にしない。 

 

［３］ 校外生活について 

１ 外出時の服装は、高校生らしさを失わないように留意する。 

 

２ 男女交際は、相互の人格を尊重し節度あるものとする。 

 

３ 不健全な娯楽場（パチンコ店・麻雀店・居酒屋等）への出入りは禁止とする。 

 

４ 夜間外出及び外泊はしない。やむを得ない場合は、保護者の承諾を得る。 

 

［４］自転車・原付バイク通学について 

１ 自転車通学 

（１） 通学許可条件 

  ア 距離に関係なく、許可を受けることができる。 

  イ ステッカーを添付した自転車以外は、通学に使用することを認めない。また、自転車を

変更した場合は、速やかに点検の上許可を受ける。 
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  ウ 改造した自転車は許可しない。 

  エ 自転車の貸借はしない。 

  オ 届け出た通学路区間を利用する。 

  カ 防犯登録をすること。また、駐輪の際は施錠する。 

  キ 任意保険に加入すること。 

（２） 通学許可手続き 

  ア 「自転車通学願・自転車通学安全運転誓約書」（様式１）を記入する。 

イ 担任が確認し、押印の上、部内の担当者へ提出する。 

  ウ 生徒支援部で通学条件等について確認する。 

  エ 確認後、許可番号のステッカーを自転車後方部の見えやすい部分（泥よけ等）に貼り、

駐輪場を確認する。 

 

２ 原付バイク通学 

（１） 免許取得 

  ア 原付バイク免許取得を希望する際は、「原付バイク免許取得受験届」（様式２－１）の表  

面を記入する。 

イ 担任が確認し、押印の上、部内の担当者へ提出する。 

ウ 免許取得後は、担任に報告し「原付バイク免許取得届」（様式２－１）の裏面を記入し、

部内の担当者へ提出する。 

（２） 通学許可条件 

  ア バイク通学は１年生の４月から認める。バイク通学を希望する際は、（３）通学許可手

続きに従い書類を提出し、直近のバイク通学許可式に保護者同伴のもと参加すること。 

イ 自賠責保険及び任意保険に必ず加入していること。 

  ウ バイクの排気量が 50cc以下であること。 

  エ ヘルメットは白系単色のフルフェイスのみ（シールドは顔が確認できるもの）とする。 

  オ 改造されたバイクや整備不良のバイクについては、許可を認めない。 

  カ 許可されたバイク（点検を受けてステッカーを貼付したもの）以外は、通学に使用する

ことを認めない。ヘルメットについても同様とする。 

万が一、故障等で代車を使って登校せざるを得ない場合は、担任に連絡をする。なお、

代車の使用は１週間以内とする。１週間を超える場合は、使用車両の変更の手続きをと

ること。 

  キ バイクの貸借はしない。 

  ク 必ず申請した通学路区間を利用する。 

  ケ 安全運転実技講習会等は、必ず参加する。 

（３） 通学許可手続き 

  ア 「原付バイク通学許可願」（様式２－２）と「原付バイク通学安全運転誓約書」（様式２

－３）を記入する。 

イ 担任が確認し、押印の上、部内の担当者へ提出する。その際、免許証のコピー、自賠責

保険のコピー、任意保険のコピーも併せて提出すること。 

  ウ 生徒支援部で許可条件等について確認する。 
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  エ 直近の原付バイク通学許可式に保護者同伴のもと参加し、許可をうける。 

  オ 直近の原付バイク点検に参加し、許可番号のステッカーをバイク右後方部に貼るとと

もに、駐車する場所を確認する。 

 

３ その他 

（１） 通学用の自転車や原付バイクは、所定の場所に置く。 

（２） 自動二輪免許の取得は禁止する。特別な理由がある場合は、担任・学年主任に相談し、

生徒支援部で合議の上、決定する。 

（３） 通学時以外でも道路交通法違反をした生徒は、学校でも指導する。 

（４） バイクは定期的に点検整備し、常に安全にしておく。また、乗車する時はあご紐を締め

る等、安全運転を心がける。 

（５） バイク乗車時は、安全性確保のため長袖・長ズボン等を着用する。 

（６） バイクに関する規定や道路交通法等に違反する行為があった場合、通学許可を取り消す

ことがある。 

（７） 考査１週間前から考査最終日前日までは学業優先とし、バイク免許取得を禁止する。 

 

［５］ 普通自動車免許取得について 

１ 入校開始時期 

（１） 進路が決定した者は、第３学年の 10月から許可する。ただし、休日との兼ね合いを考

慮して早めることもある。 

（２） 12月からは進路未定者の入校も許可する。 

 

２ 自動車教習所入校許可手続き 

（１） 「自動車教習所入校許可願」（様式３－１）を記入する。 

（２） 担任が確認し、押印の上、部内の担当者へ提出する。 

（３） 入校許可証を受け取る。 

（４） 自動車教習所入校時に、入校許可証を持参し提出する。 

 

３ 本検定 

（１） 本検定受検は冬季休業開始以降とする。 

 

４ その他 

（１） 教習は、学校の授業に影響のない時間帯（放課後、休日等）で受講する。 

（２） 考査１週間前から考査最終日前日までは学業優先とし、教習を受講してはならない。 

（３） 高校生としての自覚をもって教習を受講する。 

（４） 教習終了後は、速やかに担任に報告し、合格通知書を部内の担当者へ提出する。 

（５） 免許取得後は、速やかに担任に報告し「普通自動車免許取得届」（様式３－２）を記入

する。 

（６） 免許取得後、保護者等同乗のもとであれば運転を認める。ただし、登下校は認めない。 
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［６］ アルバイト許可について 

１ 許可条件 

（１） 学業不振の者が特別な事情によりアルバイトをしなければならない場合については、学

年・担任・生徒支援部で合議を行った上で決定する。 

（２） 保護者等の承諾及びアルバイト先の内諾を得ていること。 

 

２ 許可手続き 

（１） 「アルバイト許可願」（様式４）の表面を記入する。 

（２） 担任が確認し、押印の上、部内の担当者へ提出する。 

（３） 生徒支援部で許可条件等について確認する。 

（４） 採用時は、「アルバイト許可願」（様式４）の裏面をアルバイト先で記載してもらい、担

任が確認後、部内の担当者へ提出する。 

（５） アルバイト許可証を受け取ってから、就業を始める。 

 

３ その他 

（１） 学校生活に支障をきたさないこと。また、登校日・補習などがある場合は、それを優先

する。 

（２） 考査１週間前から考査最終日前日までは学業優先とし、アルバイトを禁止する。 

（３） 原則、１年生は第１回定期考査終了時からアルバイトをすることができる。 

（４） アルバイトを辞めた場合は、速やかに担任に伝え、アルバイト許可証を部内の担当者に

返納する。 

（５） アルバイト先が変更になる場合は、速やかに担任に連絡し、新たに申請する。 

（６） アルバイト中の事故やトラブルには十分気をつけること。アルバイトはあくまでも保護

者等の責任の下で行う。 

（７） 職種は高校生としてふさわしいものとし、酒類を主に扱う飲食店・危険を伴うものなど

の不適当なものは禁止する。 

（８） 勤務時間は、午後９時までとする。  

 

［７］ 携帯電話・スマートフォン等電子機器の使用について 

１ 携帯電話・スマートフォン等電子機器の使用については、社会のマナーを守り以下のことを

遵守する。 

（１） スマートフォン等は、電源を切るもしくはマナーモードまたはサイレントモードに設定

し、鞄等に入れて保管すること。ただし、マナーに違反する行為（歩きスマホ、他人に迷

惑や不快感を与える行為）はしない。 

（２） 授業中に教具として使用する際は、授業担当者の管理の下、適切に使用する。 

（３） 考査中や集会中は電源を切り、鞄等にいれて保管する。（机や身辺に置かない。） 

（４） 校内のコンセント等から充電しない。 

（５） 携帯電話・スマートフォン等電子機器を使用した嫌がらせやいたずらは絶対にしない。 

（６） 上記のことに違反した場合、特別な指導の対象となることもある。 

 


